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□第４章 住みやすく緑豊かなまちづくり（都市環境、生活環境、自然環境）□ 

 

◇章の目標 

  計画的な土地利用を進める中で、都市基盤の維持改善に取り組むとともに、生活環境と自然環境そ

れぞれの環境を守ることで、快適で利便性の高い、市民にとって住みやすさが実感できる緑豊かな

まちをつくります。 

 

◇施策体系     第１項 土地利用計画の策定と推進 

     
第１節 計画的な土地利用の推進    第２項 まちの拠点の形成と連携強化の推進 

        第３項 基地跡地留保地利用の検討 

              第１項 市街地の整備 

     
第２節 都市基盤の整備    第２項 良質な民間開発の推進 

        第３項 災害への対応 

              第１項 道路・橋梁の整備と維持管理 

          第２項 上水道の整備と維持管理 

第３節 都市施設の整備と維持管理     第３項 下水道の整備と維持管理 

          第４項 公園の整備と維持管理 

               第１項 公共交通網の整備 

          第２項 生活環境の維持と保全 

第４節 生活環境の整備・保全     第３項 廃棄物対策、循環型社会の推進 

          第４項 住宅対策の推進 

               第１項 自然環境の保全と活用 

     
第５節 自然環境の維持・保全    第２項 緑を守り育む意識の醸成 

 
       第３項 緑の保全と創出 

    
 

  



 
 
（抜粋） 

 

 

第３項 基地跡地留保地利用の検討 

○施策の目指す姿 

  入間市駅の利便性の向上と、まちのシンボルとなる市街地が形成され、周辺地域と調和した施設が

整備されたまち。 

 

○施策の現状 

  平成 20年６月に留保地利用計画を策定しましたが、入間市駅前側留保地については、計画の進捗

は見られない状況です。 

 

○施策の課題 

・現状の留保地利用計画について、基本的方針を再検討した上で、実現可能な計画へと見直しを図る

必要があります。 

 

○施策の方向性 

  入間市駅前側留保地利用計画の基本方針策定 

   利用計画策定に向け、検討の前提となる基本方針の策定に取り組みます。 

  利用計画の策定に向けた調査･研究 

   計画策定に向けた調査･研究、市民および関係機関等との意見交換･調整に取り組みます。 

 

○成果指標 

指標 内容 現状値 目標値 

市民および関係機関との意

見交換会等の回数 

入間市駅前側留保地の利用に関して、市民およ

び関係機関等と意見交換、調整等の実施回数か

ら、認識共有の進捗度を判断します。 

0回 年 4回 

 

○協働のとりくみ方向 【市民と行政が対等】 

  利用計画の基本方針策定にあたっては、初期の段階から市民との意見交換を行う機会を設定して、

取り組みます。 


